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内部統制システム構築の基本方針の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針に関し、下記のとおり一部変更するこ

とを決議しましたのでお知らせいたします。  

 

記 

 

１．変更の内容 

（変更箇所は下線で示しております。） 

変   更   前 変   更   後 

１. 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適

合することを確保するための体制 

１. 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適

合することを確保するための体制 

 (2) 取締役 1 名を「内部統制担当取締役」として

選任する。取締役 1 名を「コンプライアンス・

オフィサー」として選任する。取締役・監査役・

使用人で構成する「倫理委員会」を設け、倫

理・法令遵守上の重要問題を審議する。使用

人から「倫理担当」を選任し活動を推進する。 

 (2) 取締役 1 名を「コンプライアンス・オフィサー」

として選任する。取締役・監査役・使用人で構

成する「倫理委員会」を設け、倫理・法令遵守

上の重要問題を審議する。使用人から「倫理

担当」を選任し活動を推進する。 

５. 当会社および子会社からなる企業集団におけ

る業務の適正を確保するための体制 

５. 当会社および子会社からなる企業集団におけ

る業務の適正を確保するための体制 

 (1) 子会社各社の担当取締役を定めて経営上の

指導を行う。 

 (1) 主たる子会社各社の担当取締役を定めて経

営上の指導を行う。 

 (2) 当会社の本部長および海外子会社の代表者

により構成される執行役員会を年に数回開

催し企業集団の横断的問題につき審議す

る。 

 (2) 当会社の本部長および子会社の代表者によ

り構成される執行役員会を年に数回開催し

企業集団の横断的問題につき審議する。 

 (4) 内部統制担当取締役、内部監査部、経理財

務部、監査役、会計監査人は必要に応じて

子会社を往査する。 

 (4) 内部監査部、経理財務部、監査役、会計監

査人は必要に応じて子会社を往査する。 

８. その他監査役会の監査が実効的に行われるこ

とを確保するための体制 

８. その他監査役会の監査が実効的に行われるこ

とを確保するための体制 

 (1) 監査役は取締役会に加え、執行役員会その

他の重要な意思決定会議に出席するととも

に、業務執行に係る重要な書類の閲覧を行

い、必要に応じて取締役および使用人に説明

を求めることができる。 

(1) 監査役は取締役会に加え、執行役員会その

他の重要な会議に出席するとともに、業務執

行に係る重要な書類の閲覧を行い、必要に

応じて取締役および使用人に説明を求めるこ

とができる。 

 

２．変 更 日 

  平成 24年 6月 28日（木） 

以 上 

  

 


